






 

図表 6－3 世界の海域汚染地図（2008 年） 
東シナ海から日本海にかけての環境汚染は世界最悪 
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（原資料）B. S. Halpern et al. [2008]. 
（出所）国立生態系分析・統合センター（NCEAS）の HP（http://www.nceas.ucsb.edu/globalmarine）。 
 

2．「環境インフラ」の必要性 

 
東アジア諸国も環境問題に手をこまねいていたわけではない。欧米諸国における環境規

制に倣い、インドネシアやマレーシア、フィリピンなどの政府は 1970 年代後半には早く

も環境保護や環境汚染対策の法整備や規制を制定している。中国でも環境関連法は 1980
年代後半に本格的に設定され始めている。しかし、こうした法や規制の運営ではほとんど

実績を上げることができなかった。それは、何よりも東アジア諸国では、経済開発、経済

発展の実現が急務とされ、先進諸国のように、企業に環境汚染防止のための追加コストを

確実に負担させ、環境汚染源となった企業には厳しい法的措置をとるなどの施策を実行す

る余力がなかったからである。環境問題への対処は、重篤な被害が発覚した汚染地域に関

し、局所的に技術的対応をすることに留まりがちであった。 
また、東アジアの多くの国では、経済開発の基盤としてのインフラ整備を優先してきた

ため、上下水道など社会インフラの整備が経済・社会の急速な発展に追いついていない。

それも環境問題の原因となってきた。また、経済インフラも、安価ではあるが単位当たり

の環境負荷が大きい技術水準のものが導入されたままになっている。道路なども経済効率

最優先で建設されたため、環境アセスメントが不十分で環境破壊を引き起こしている例が



 

多い。 
持続可能な経済・社会をつくるためには、環境保護のための基盤整備が必要とされてお

り、そうした基盤整備が東アジアでは決定的に不足している。東アジア諸国でも、近年で

はそうした認識が広まっており、投資も増加してきている。また、ADB が 2009 年に刊行

した Infrastructure for a Seamless Asia では、アジア（インド含む）の持続的な経済発展

には各国内、あるいは国際環境インフラの整備が不可避だとし、整備には2010年から2020
年の間に 8 兆ドル、年平均 7, 500 億ドルが必要と試算している（図表 6－4）。 
 
図表 6－4  2010-20 年のアジアにおけるインフラ需要（2008 年基準US百万ドル） 
2020 年までの 10 年間に 8 兆ドル、年平均 7500 億ドルが必要 
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（出所）ADB/ADBI [2009:167] Figure 5.1 を転載。 
 
このような「環境インフラ」が、経済開発最優先のインフラの整備に逆戻りしないため

には、個別の整備目的が達成されるだけでは不十分である。全体的、包括的に環境との調

和がとられることが不可欠である。そのためは、包括的な環境問題を解決するソリューシ

ョンとしての「新たなインフラ整備」の発想を確立する必要がある。 
日本の高度成長期は、同時に環境問題への対応を迫られた時期でもある。そのため、日

本は環境負荷の低減と経済活動の効率化や経済成長を両立させるインフラ事業を展開した

経験を豊富に持っている。日本は、自らの経験を活かし、東アジアにおける地球気候問題

解決も組み入れた新しい形のインフラ整備に大きな貢献をすることが可能である。 
 

3．ODA頼みの環境協力から環境ビジネスの活用へ 

 
（1）ODA 主体の国際環境協力 
 
「環境インフラ」の整備はどのように進められるのだろうか。地域全体の環境改善、環

境保護への視野をもった整備を進めるためには、地域協力、地域連携が不可避であり、も
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ちろん巨額の費用を要する。 
これまでも、越境環境問題解決のため、アジアでの地域協力、地域連携の枠組みが構築

されてきた。政府レベル会合ではアジア・欧州会合（ASEM）環境大臣会合など、広域環

境パートナーシップではアジア太平洋環境開発フォーラム（APFED）、北東アジア環境協

力プログラム (NEASPEC)、東アジア酸性雨モニタリングネットワーク (EANET) など

の締結である。しかし、こうした枠組みでは、日本が活動資金の大半を担っており、中国

などの途上国は、地域的・国際的な協力体制によって、国内での環境行政への制約を課さ

れることを嫌い、モニタリングやアセスメント以上の関与やコスト負担を拒否してきた。

そうした資金問題のために、実際の環境問題解決事業の実施は停滞している 7。 
東アジア諸国では、主に政府開発援助（ODA）を通じた二国間の取り決めによる国際協

力事業によって環境問題へ対処してきた。特に、1980 年代後半から日本の ODA が力を入

れ始めた「環境保全プロジェクト」は、東アジアの環境改善に大きく貢献してきた（図表

6－5）。また、様々な環境協力プログラムも、国際的な環境関連の科学的モニタリングや

アセスメントを進めることを通じ、東アジアにおける環境関連 ODA 事業の必要性や効果

測定の科学的根拠の形成に貢献してきた。 
 
図表 6－5  日本の「環境ODA」の実績 
日本のODAは概ね 20～30％を環境分野にあてていた 

 
（出所）外務省（2005）「パンフレット 我が国の環境 ODA」より転載。 

 
日本も欧米諸国も財政赤字を抱えている現状では、従来のような政府開発援助（ODA）

を増額することによって、巨額の資金需要を賄うことは非現実的といえる 8。しかし、現

                                                 
7 EANET では、2003 年 11 月に開催された政府間会合で、加盟国が国連の経費分担方式に基づい

た財政負担をすることで合意した。途上国が地域の国際環境協力枠組みで資金負担に応じたことで、

画期的とされた。しかし日本が運営資金の大半を担う構造に大きな変化はなかった。 
8 民主党政権は、一般会計における ODA 予算を 534 億円削減し、なかでも円借款（有償資金協力）

への一般会計からの出資金を 208 億円と大幅に削減している（2010 年度予算）。ただし、日本の

ODA 予算のうち一般会計の割合は約 4 割（2008 年度で約 46％、2009 年度で約 39%）であり、残

りは特別会計、出資国債、財政投融資等を財源としている。2010 年度予算全体では、一般会計以外

の財源を増加させることで、円借款（有償資金協力）の予算は減っていない。日本の ODA の予算
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在でも日本のODAに対する国内、国外からの期待は大きい。また、民間企業の持つ技術、

ノウハウを環境協力に活用するためにはODAによる支援も重要であるが、従来のスキーム

では限界がある。民間資金が途上国での環境問題解決のために還流する仕組みが必要であ

る。 
 
（2）環境インフラの整備にはビジネスも活用する 
 
実際、東アジアの環境汚染や環境破壊の問題に関しては、先進国からの国際援助頼みの

対応から、地元政府のイニシアティブや民間の環境関連ビジネスへの投資による問題解決

の可能性の追求も急速に拡大している。環境関連分野への国内投資も増加し、民間の技術

やノウハウを活かした、実効的な環境保護や資源利用が徐々に導入されている。中国の例

では、2008 年で GDP の約 1.5％（4,490 億元）が環境汚染改善、環境保護に投資されて

いる（図表 6－6）。しかし、経済成長が続き、当面は人口増加が継続する東アジアでは、

環境問題の抜本的な解決のためには、さらに大規模な投資が必要である。 
 
図表 6－6  中国の環境汚染改善・環境保護投資（2000－2008 年） 
中国も環境対策投資を増やしている 

0.0 

0.2 

0.4 

0.6 

0.8 

1.0 

1.2 

1.4 

1.6 

0

500

1,000

1,500

2,000

2,500

3,000

3,500

4,000

4,500

5,000

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008

工場建設での「三同時」環境投資

工業汚染防止対策（排水、排気ガス、固

形廃棄物処理など）

都市部の環境インフラ施設整備

GDPに占める「環境保護投資」比率（右軸）

億元 %
4,490億元

（1.49%）

 
（注）「三同時」とは、環境汚染・破壊の未然防止のため、工場等で新たな生産設備を導入する際に環境保全設

備の設計、着工、稼働を同時に行うこと。 
（出所）中国国家統計局ウェブサイト（http://www.stats.gov.cn/）、『中国統計年鑑 2004』および『中国統計年

鑑 2009』より「環境汚染治理投資」の数値を参照。 
 
2003 年に環境庁が行った試算では、2003 年当時のアジア主要国における環境ビジネス

の潜在市場規模は約 210～250 億米ドルと推計され、さらに 2020 年には全体で約 1,340

                                                                                                                                            
配分においては、「アジア太平洋諸国との連携」「環境保全」は重点的配分の分野であるが、現在の

予算規模からの大幅な増額は難しい。 
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から 1,640 億米ドルになると推計している（図表 6－7）。経済産業省は、2008 年 5 月の

「アジア経済・環境共同体」構想で、アジアの 2005 年時点の環境ビジネス規模を 64 兆円

と推計し、それが 2030 年には 300 兆円と 4.7 倍に増加すると試算している 9。環境ビジネ

スには、電気自動車の開発、省エネ家電の普及など直接インフラ整備・再整備ではないも

のも含まれるが、中心となるのはインフラ整備事業である。 
 
図表 6－7 アジア主要国の環境ビジネスの市場規模推計 
中国の環境ビジネス市場は急成長する 

タイ中位
インド中位
インドネシア中位
中国 中位
ベトナム中位
全体 高位
全体 中位
全体 低位

百万US＄

年  
（出所）環境省［2004:10］図 3－1 を転載。 
 
さらに、2008～09 年の世界経済危機以降、「グリーン・ビジネス」「エコ・ビジネス」

の興隆が著しい。各国政府も、財政投入の多くをこうした「グリーン」な領域の公共投資

に振り向けている。OECDの報告書では、東アジア地域のエネルギー消費大国が毎年 800
億ドルを追加的に投資して電力、工業、運輸業の効率を高め、新技術の研究開発費用に充

てることが必要だと指摘している。中国も、2009 年から 2 年間に投資する 4 兆元（約 56
兆円）のうち、環境、省エネルギー分野に 2100 億元（約 3 兆 3600 億円）を割り当て、

太陽光発電の普及などを行うなど「環境インフラ」整備への財政投入を実施している 10。 
 

                                                 
9 Roland Berger Strategy Consultants は報告書 GreenTech made in Germany（June 2007）の

中で、2005 年時点での世界の環境技術関連の市場規模を 1 兆 3,700 億 US ドルと推計し、さらに

2020 年には 2 兆 7,400 億 US ドルに拡大すると予測している。 
10 これらの環境関連インフラへの公共投資は、「グリーン・ニューディール」といわれることが多

い。これは、2008 年７月に新経済財団（NEF: New Economics Foundation）が出版した政策提言

集のタイトルとして登場した語で、同年 10 月に国連環境計画（UNEP）が「グローバル・グリー

ン・ニューディール」として採用したことで広く普及した概念である。アメリカ、オーストラリア、

中国、韓国などの各国政府も「グリーン・ニューディール」政策を相次いで発表した。これらの政

策は、どちらかといえば「グリーン・ジョブ」といわれる環境関連産業での雇用増加を狙ったもの

であるが、その投資対象となっている分野は主にインフラ部門である。グリーン・ジョブに関して

は、UNEP が中心となってまとめた 2008 年の報告書 Green Job: Toward decent work in a 
sustainable, low-carbon world 参照。 
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（3）日本の豊かな経験を活かす 
 
こうした状況の中で、日本は、自らが持つ高い環境技術を活かした環境協力事業を推進

しようとしている。特に、先ごろ発表された政府の『新成長戦略』では、2020 年までに環

境関連で 50 兆円を超えるグローバルな新規市場を開拓し、140 万人の新規雇用を創出す

る目標を立てている。この目標は世界全体を対象としているが、東アジア諸国の需要が特

にインフラ分野で旺盛である現在、この地域を対象としたプロジェクトで日本の強みを活

かす戦略を具体的に描き、実行に移していかねばならない。環境ビジネスを含めた多様な

事業を効率的に組合せ、東アジアの環境問題に対処する必要が生じている。 
スマートコミュニティ 

環境関連ビジネスの中で、日本がビジネス機会を見出せる分野の筆頭は、電力／エネル

ギー分野である。特に、新世代の電力供給システムであるスマートグリッドを基盤とした

社会基盤整備、「スマートコミュニティ」には大きな注目が集まっている。インド、中国な

どの電力需要規模が巨大であるにも関わらず、効率的な電力供給システムが整備しきれて

いない国、地域へのスマートグリッド、ひいてはスマートコミュニティの導入は、温暖化

防止の観点からも、増加するエネルギー需要への対応の観点からも重要である。主要技術

の多くを持っている日本が真剣に取り組むべき分野である。 
新しい石炭火力発電所 

中国やインドの石炭火力発電所における CO2削減技術の導入にも、日本は大きな貢献が

期待されている。中国では燃費効率の悪い、年数の経った小規模発電所を取り壊し、省エ

ネルギー型の大規模発電所への切り替えが進んでいるとはいえ、まだ世界の先端的技術を

導入した発電所のレベルには及ばない。インドの状況はさらに悪い。そこで、たとえば、

日本企業が強みを持っている、石炭ガス化複合発電システムを導入する、あるいはある総

合電機メーカーのもつ「超臨界圧技術」によって大幅な CO2削減効果を狙う、さらには別

の総合電機メーカーが開発を進めている CO2回収・貯留機能を備えた石炭ガス化複合発電

（IGCC）設備の導入を積極的に推し進める、などが考えられる。 
水道システム 

もう一つの注目点は水道システムである。当面は人口増加が続く東アジアでは、地域レ

ベルで水関連インフラの整備と効率的なシステム運営の導入が焦眉の問題となっている。

ビジネスとしての将来性は大きい（図表 6－8）。日本企業は、水浄化や海水の淡水化では

世界トップの技術を有している。しかし、日本で水道の運営管理を実施しているのは地方

自治体であり、そのノウハウを他に移転する体制が整っていない。また、民間企業が持っ

ている水浄化技術と地方自治体の水道システム運営ノウハウの相乗効果を狙った連携も未

整備である。今後、東アジアでは水の獲得が深刻な問題になることが懸念されており、水

道事業を包括的に考えていくことは地域の政治的安定の面でも重要である。日本が分散し

て持っている優れた技術や運営管理ノウハウを、総合的に東アジアに活かす方策を見出し

ていくべきである 11。 

                                                 
11 水関連の高度な技術を有している企業は、既に、個々の企業ベースでの国際事業を展開している

ほか、2009 年 1 月には日本の水技術の輸出を目的とした日立など 28 社の連合が経済産業省との協
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図表 6－8 世界の水道ビジネスの地域別成長見通し 
アジアの水道ビジネス規模は大きい 
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（注）1 ドル＝100 円換算 
（原出所）Global Water Intelligence, Global Water Market 2008 及び経済産業省試算。 
（出所）水ビジネス国際展開研究会[2010]『水ビジネスの国際展開に向けた課題と具体的方策（案）』p.5、図 2

－1 を転記。 
 
鉄道網整備 

鉄道網も環境インフラとして重要である。東アジアを含む途上国における鉄道整備事業

は、従来、自動車を保有できない低所得層への交通手段の提供という意味で、貧困対策の

一環として実施されてきた。しかし、昨今、環境負荷の少ない交通手段として鉄道が見直

されており、自動車による交通網の代替手段として環境面での価値が上がってきている。

そのため、東アジア各国でも改めて鉄道整備事業が活発化している。世界でも有数の高い

レベルの鉄道網を整備してきた日本は、そうした流れに貢献できるはずだとして、鉄道技

術の海外売り込みに拍車がかかっている。これまで日本は、新幹線を軸にした高速鉄道網

整備でも、都市の鉄道整備でも、鉄道システム全体を把握するリーダー企業が存在しなか

ったため、官民一体となったトップセールスができなかった 12。こうした事態を改善しよ

うと、経済産業省は国土交通省とともに「日本の鉄道技術」を海外に売るための体制作り

を進めている。 
こうした環境関連インフラ部門での官民連携体制の構築は早急に必要である。それは、

よくいわれるようなトップセールスのための体制づくりであることはもちろんであるが、

                                                                                                                                            
力の上で共同組織を設立した。しかし、水道ビジネスとして包括的な運営、管理を行うフランスな

どの「ウォーターバロン」に比較して、部分的な技術の輸出に留まっている。 
12 日本の鉄道分野が海外に進出する際の問題は、単にリーダー企業の不在や官民連携未整備のみで

はない。国内の運輸産業を管轄する国土交通省と通商を管轄する経済産業省の縦割り行政の弊害、

鉄道システムをメーカーではなく鉄道会社が統括して開発する産業構造など、様々な問題が存在す

る。日本の優れた都市鉄道技術を海外に売り込むため、2004 年には国土交通省と鉄道各社および車

両メーカーが一体となって標準仕様「STRASYA」を開発したが、ベトナム・ホーチミン都市鉄道

に採用されたのみである。 
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それのみならず、それぞれの分野で包括的で整合的な環境インフラ整備を行い、なおかつ

分野横断的に環境問題に取り組むためにも、不可欠なのである。 
 

4．東アジアに「環境グランドデザイン」を 

 
（1）パートナーシップとビジネスの両立 
 
日本の高度な技術や経験を最大限に活かすためには、「オールジャパン」的な体制をと

ることが重要な面もある。しかし、環境インフラのような大型事業が多い分野において、

日本が環境ビジネスを成功させ、なおかつそのビジネスが東アジア諸国自身にも利益をも

たらすためには、日本は東アジア諸国の企業との連携、東アジア全体で知恵を出し合うと

いう姿勢を基本とした「東アジアワイドのパートナーシップ」づくりに取り組む必要があ

る。現状では、域内でのパートナーシップによる環境ビジネス展開の事例はまだ小規模で

限定的である。しかし、努力は積み重ねられている。特に日本、韓国、中国の 3 カ国では

環境ビジネス推進の様々な国際会議や商談会、展示会などが開催されており、連携の強化

と拡大を模索している。 
一つの有望な連携の形は、地域連携を基盤とした環境ビジネスパートナーシップの構築

である。例としては、九州地域環境・リサイクル産業交流プラザ（K-RIP）と韓国産業団

地公団（KICOX）傘下の蔚山エコ事業団で実施されているリサイクルビジネス連携事業が

挙げられる。そこでは個々の企業間の国際商談のマッチングを行うだけではなく、地域単

位での環境ビジネスネットワークづくりによって将来にわたる広範囲な共同事業の展開を

目指している。こうした地域連携を基盤としたビジネス連携は、もっと充実させていくべ

きであろう。 
もう一つの方向性は、大規模インフラ分野などの環境ビジネスにおいて、各国の長所を

出し合って「東アジア連合」を形成することである 13。日本企業とアジア企業との連携は

進みつつあり、三菱重工が技術移転先である中国の東方タービンを通じて中国華能国際電

力からタービンを受注するといった実績も出ている 14。鉄道分野でもアジア企業との国際

連携の動きが急速に強まっている 15。 
                                                 
13 今後、日本企業は、パテントの供与によるアジア諸国での現地生産によって製品価格を抑えるビ

ジネスモデルをもっと積極的に受け入れざるを得ないであろう。ただし、知的財産権の保護問題は

大きなボトルネックである。2009 年 12 月には中国の最高人民法院で「社会公衆の利益を損なう場

合、特許権を侵害する行為であっても、特許権者による侵害行為の中止要求を認めない」との判決

を下しており、とくに日本企業での警戒感は強まっている。環境ビジネスの推進を考える上でも、

アジア諸国の知的財産権保護の水準向上への国際的取り組みを強化する必要がある。 
14 『三菱重工ニュース』第 4954 号、2010 年 6 月 15 日（http://www.mhi.co.jp/news/story/ 
1006154954.html）。 
15 既に川崎重工はシンガポール地下鉄事業において中国の南車青島四方機車車両と共同受注をし

ている。また IHI は韓国の複合素材メーカーと韓国鉄道向けに新型車両を開発した実績を踏まえて

韓国や中国企業との連携を進めており、日立製作所も中国企業との合弁で鉄道車両の生産を拡充す

る。川崎重工ウェブサイト「シンガポール LTA 向け地下鉄電車 132 両を受注」（http://www.khi.co.jp/ 
sharyo/topic_final/topic090507.html）、「鉄道整備 海外勢と連携」『日本経済新聞』2010 年 7 月
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しかし、世界の高速鉄道市場では日本、韓国、中国が競合するようになっており、原子

力発電所建設分野でも日本は韓国と競合している。大規模な環境ビジネスは、東アジア各

国においても挙国体制で取り組んでおり、域内の相互協力、連携体制が簡単に構築されて

いくことはないだろう。しかし、東アジアの環境を域内の協力によって維持、改善してい

くためには、「オールジャパン」「オールチャイナ」に固執せず、場合によっては欧米企業

との連携も模索しつつ、東アジア全体で知恵を出し合うことが重要である。 
 

（2）「環境グランドデザイン」を導入する 
 
環境問題を克服するには規制など政策的な介入が避けられない面が大きい。また、拘束

力のある国際協調が深まるには、中央政府の積極的関与は不可欠である。もともと環境は、

長期的には、国境を越えて広がる問題であるから、地域環境政策や地域連携レジームの構

築は必至である。 
今後の世界経済の中心と目されるアジアでは、その成長力を強化すべく国境を越えた広

域インフラ整備構想・計画がいくつも存在する（図表 6－9）。様々な思惑が錯綜する状況

を改善すべく、日本の経済産業省は、東アジア・ASEAN経済研究センター（ERIA）、ア

ジア開発銀行（ADB）、ASEAN事務局が中心となり、「アジア総合開発計画」を策定する

ことを提案した 16。 
 
図表 6－9 アジアにおける広域インフラの整備計画 
環境の総合グランドデザインの基盤に 

マレーシア

・チェンナイバンガロール ・

・デリー

フィリピン

・　ホーチミン

インドネシア

ブルネイ

・ムンバイ

デリー・ムンバイ産業大動脈

メコン総合開発

ビンプ（BMP）広域開発

メコン・インド産業大動脈

IMT成長三角地帯

 
（出所）経済産業省『通商白書 2009』p.271、第 3-2-1-2 図を転載。 

                                                                                                                                            
14 日、朝刊１面。 
16 この計画は、2010 年 8 月 26 日にベトナムのダナンで開催された、東アジアサミットに参加する

16 カ国の経済閣僚による非公式会議によって基本的に了承された。 
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こうした「広域開発計画」は、環境問題への対応と重なる部分が多いが、経済インフラ

の確保が中心となることが多く、必ずしも環境改善、環境保全と同じ方向性をもって策定

されるわけではない。環境保護や気候変動問題が焦眉の課題である現在、こうした広域開

発を「環境インフラ整備」にグレードアップさせることが重要である。 
しかし、各国の計画に先んじる形で地域全体の環境インフラ整備計画を策定することは

容易ではない。まずは東アジア各国で、国内の環境インフラ整備の包括的な見取り図、「環

境グランドデザイン」を策定し、各分野の利益の衝突が生じないよう配慮することから始

めるべきである。そして、各国で策定される環境グランドデザインについては、東アジア

全体での環境問題解決を可能な限り見通した内容にする必要がある。特に東アジアでは、

中国とインドの問題の解決にどこまで地域として協力できるかが一つの中心課題となる。

その上で、全域の環境政策グランドデザインを模索していくことが求められる 17。 
環境分野は各国とも今後の「成長の核」と見なしていること、また環境問題そのものが

様々な利害関係を持つものだけに、東アジア共通の環境政策グランドデザインを構築する

ことは簡単にはできないだろう 18。しかし、この地域が抱える環境問題の広がりと深刻さ

を考えれば、こうした東アジアワイドの環境協力を、将来的には「東アジア環境共同体」

といえるような緊密な地域連携へと発展させることが必要であり、地道な努力を重ねなけ

ればならない。このためには、東アジアで環境協力を強化していくための、域内共通のロ

ードマップを策定することも一案である。 
既に触れたように、東アジア諸国が急速に経済成長し、同時に多様で深刻な環境問題が

次々と生じている現状は、日本の高度経済成長期における公害問題に似ているところが多

い。もちろん、今日の環境問題は、過去の日本における公害問題よりも複雑であり、また

問題が地球規模になっているという違いはある。しかし、日本はインフラ整備事業を通じ

て経済活動の効率化や経済成長と環境負荷の低減を両立させてきた豊富な経験を持つ。こ

れを東アジア各国での環境グランドデザインづくりに活かしていくことが求められている

のである。ただし、日本は、長年にわたる援助者（ODA ドナー）としての姿勢を超えて、

東アジアの一員として域内の環境問題にともに取り組んでいくという意識が必要となって

くるであろう。 
 
 
 

                                                 
17 東アジアの地域環境協力に環境ビジネスが果たす役割を明確に描いていく必要もある。現在は、

アジア各国でも経済危機後の対策としての環境ビジネス支援が続いている。しかし、それを一時的

な政策に終わらせてはならない。より長期的な視野に立ち、環境ビジネスの適切な展開を東アジア

全体で考えていかねばならない。 
18 東アジア各国が地域全体の環境改善を見据えた「環境グランドデザイン」を策定していくために

は、域内で環境関連の科学的モニタリングやアセスメントを充実することに加えて、その情報を広

く共有化し、政策決定へとつなげていくことが重要である。日本が主導するアジア太平洋環境イノ

ベーション戦略プロジェクト（APEIS）のように、科学的知見をアジア太平洋地域の各国の政策決

定に活用するための地域協力枠組みは既に存在する。これらの機能を強化し、実効性のあるものと

する必要がある。 
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第７章 欧州統合の歩みと東アジアへの教訓 

 

太田 哲生 ・ 斉藤 徹史 

 

 

＜ポイント＞ 

 欧州統合は最も先進的な統合事例として一つの重要なモデルとなる。両者間の相

違点に留意しつつ、共通する事項については大いにその経験に学ぶことが必要で

ある。 
 欧州統合の歩みは「深化」と「拡大」のプロセスである。統合の「深化」を通じ

て単一市場・単一通貨を創設するとともに、5 次にわたる「拡大」を経て加盟国

数が 27 カ国にまで増加し、米国を上回る規模の経済・通貨同盟（EMU）を構築

した。 
 単一市場・単一通貨は、域内各国間での自由化・開放による経済の活性化や世界

経済における欧州の地位向上等の成果をもたらした。他方、これらを維持してい

くためには、域内不均衡の是正や財政政策における一層の連携強化等、さらに統

合の深化を図ることが必要である。 
 歴史的経緯や基礎的条件等の違いにより、東アジアにおいて欧州ほどの深い統合

を行うことは困難である。しかし、域内共通の利益が統合の制度化やさらなる深

化を図る上での推進力になる点は共通している。広域経済連携を経済統合推進の

ためのプラットフォームとして活用し、東アジアに自由で活力のある経済圏を構

築するべきである。 
 他方、域内各国間の経済発展格差が大きいことや財政・金融政策に関する権限を

委譲するだけの環境が整っていないこと等から、東アジアにおける通貨統合につ

いては基本的に慎重であるべきである。 
 

 

 

1．地域経済統合のモデルとしての欧州統合 

 

これまで各章において議論してきたように、近年の東アジアにおいては、多国籍企

業による生産・流通ネットワークの形成が主導する形で、財・サービス・資本・人等、

様々な分野における相互依存・交流が進んだ。また、域内各国の政府間において

EPA/FTA のネットワークの形成や通貨・金融協力の推進など、これを促進するための

枠組み作りが進められている。世界的に見ても、1990 年代以降、地域経済統合は域内

貿易を拡大し、グローバルな経済統合を補完するための有効な手法として、積極的に
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推進されている。 
このような中で、欧州統合は最も先進的な統合事例として、地域経済統合における

モデルを提供してきた。ベラ・バラッサによれば、地域経済統合の発展段階は、① 自

由貿易地域、② 関税同盟、③ 共同市場、④ 経済同盟、⑤ 完全な経済統合、の５段階

に分類される。現在、世界の各地域で進められている地域経済統合の多くは自由貿易

地域の形成の段階に止まるのに対し、欧州においては域内における単一市場と単一通

貨を実現し、域内共通政策を推進するなど、緊密な経済・通貨同盟（EMU）を形成し

ており、最も高次元の統合を実現しているといえる。 
このように欧州統合は、東アジアにおける経済統合を考える上でも一つの重要なモ

デルを提供するものである。ただ、欧州と東アジアとの間では、統合にいたる歴史的

経緯や基礎的条件等が大きく異なる。欧州統合のプロセスや発展段階そのものを、東

アジアに当てはめることは適当でない。欧州と東アジアとの間に存在する相違点に留

意しつつ、共通する事項については大いにその経験に学ぶ、という姿勢で臨むことが

有効であると考えられる。 
以下では、欧州統合の歴史を経済面中心に概観した上で、東アジアの経済統合を考

える上でどのような教訓を引き出せるのかを考察する。 
 

2．欧州統合の歩みの概観  ―「深化」と「拡大」のプロセス 1 
 

欧州が統合に向けた歩みを始めるにあたって大きな動機となったのは、二度に渡り

悲惨な戦争を引き起こしたことへの反省と、米ソ冷戦の中において西欧の政治的・経

済的地位の向上を図ることであった。このため、各国は主権の一部を超国家的な共同

体に委譲することにより戦争を防止するとともに、米国に匹敵する規模の経済圏を構

築することにより、同国からの自立を図ることを目指した。 
また、欧州統合の歩みは「深化」と「拡大」のプロセスと称される。「深化」とは、

加盟国が主権の一部を超国家的な共同体に委譲することにより実現される統合の質的

発展のことであり、1952 年の石炭・鉄鋼共同体の発足から始まり、単一市場・単一通

貨の創設に至る一連の取り組みを指している。一方「拡大」とは、加盟国の増加によ

るEU構成国の量的拡大のことであり、原加盟国数 6 カ国でスタートしたものが、5 次

にわたる拡大を経て 27 カ国にまで増加した過程を指している 2（図表 7－1）。 
このように欧州は 50 年以上にわたり統合の深化と拡大に向けた努力を続けてきて

おり、世界の政治・経済において大きな影響力を発揮しうる存在にまで発展した 3。

以下、「市場統合」と「通貨統合」を中心に欧州統合の「深化」と「拡大」のプロセス

を概観する。 
 

                                                  
1 本節の内容は、田中他[2006]、田中[2009]、坂田[2005]によるところが大きい。 
2 うち単一通貨ユーロの導入国は 16 カ国。 
3 EU27 カ国の規模は、人口 4.99 億人（2009 年：米国の約 1.6 倍、日本の約 3.9 倍）、GDP18
兆 2,831 億ドル（2008 年：米国の約 1.3 倍、日本の約 3.7 倍）となっている。 
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図表 7－1 欧州統合の「深化」と「拡大」 
欧州諸国による緊密な経済・通貨同盟（EMU）が形成 

 

 

（1）市場統合 ―域内貿易自由化から単一市場へ 

 

欧州における市場統合の基本理念は、経済自由化の原則に基づきつつ、それまでの

国内市場を基礎として構成される分断された域内市場から、財・サービス・資本・人

等の域内自由移動を原則とする単一市場を創設し、米国に匹敵する一大経済圏を形成

することを目指すものである。 
欧州の市場統合のプロセスは、欧州石炭鉄鋼共同体（ECSC）の設立から関税同盟・

農業共同市場（EEC、EC）の創設までの部門統合期（前期）と、単一市場の形成から

単一通貨ユーロの導入（EU）までの全般的統合期（後期）に分けられる。 
前期における特徴は、関税や数量制限を撤廃し、財（農産物と工業製品）の域内貿

易自由化を実現したことである。52 年に設立された ECSC により石炭・鉄鋼部門の貿

易自由化が実現した。また、58 年発効のローマ（EEC）条約によって関税同盟が締結

され、域内関税撤廃と対外共通関税実現に向けた取り組みが開始（68 年完成）された。

さらに、共通農業政策が導入され、農産物の域内自由流通が実現した。その結果、1950、
60 年代には、域内貿易が急成長し、アメリカからの投資も増加するなど、域内貿易や

設備投資主導型の高度経済成長が実現した。 
しかし、70 年代になると石油ショックなどの影響により経済状況が悪化し、参加各

国は輸入制限や国有化、補助金等による国内産業の保護など、経済統合に逆行する政

策を採用した。さらに、80 年代に入ると、状況はさらに悪化し、失業率の上昇や税収

不足などによる財政赤字の急増、欧州産業の国際競争力の低下などの事態を招いた 4。

                                                  
4 ユーロ・スクレローシス（欧州の動脈硬化症）と称される。 

市場統合 通貨統合 EU ユーロ

1952年　欧州石炭鉄鋼共同体（ECSC)

1958年　欧州経済共同体（EEC） 1958年　原加盟国

1967年　EEC、ECSC、EURATOMの統合
　　　　　　（EC）

1968年　関税同盟完成

1973年　第１次拡大
イギリス、アイルランド、デンマーク

1979年　欧州通貨制度（EMS）
1981年　第２次拡大
ギリシア

1985年　域内市場完成白書
1986年　第３次拡大

1987年　単一欧州議定書 スペイン、ポルトガル

（1990年　東西ドイツ統合）

1993年　単一市場スタート 1993年　マーストリヒト条約（EU）
1995年　第４次拡大

1999年　単一通貨ユーロ導入 スウェーデン、フィンランド、オーストリア 1999年　原参加国

2002年　ユーロ現金流通開始 2001年　ギリシア
2004年、2007年　第５次拡大
エストニア、ラトヴィア、リトアニア、ポーラン
ド、チェコ、スロバキア、ハンガリー、スロベニ
ア、キプロス、マルタ（以上2004年）
ルーマニア、ブルガニア（以上2007年）

2007年　スロベニア
2008年　キプロス、マルタ
2009年　スロバキア

フランス、ドイツ、イタリア、ベルギー、オラン
ダ、ルクセンブルク、アイルランド、スペイン、
ポルトガル、フィンランド、オーストリア

フランス、西ドイツ、イタリア、ベルギー、オラ
ンダ、ルクセンブルク

深化 拡大

1971年　経済・通貨同盟構想
　　　　　　（ウェルナー・レポート）

1989年　経済・通貨同盟に関する報告
　　　　　　（ドロール報告）
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事態を抜本的に打開するため、参加各国は経済・通貨同盟の形成を目指して、経済統

合への取り組みを再び加速化することとなる。 
後期における特徴は、前期において達成した財に関する域内貿易自由化や関税同盟

締結の流れをさらに拡張して、財・サービス・資本・人等が自由に移動する単一市場

を創設したことである。単一市場を実現するためには、関税障壁の撤廃に加えて、各

生産要素の自由移動の妨げとなる非関税障壁を撤廃することが必要である。欧州委員

会は、1985 年の「域内市場完成白書」で、92 年までに非関税障壁である① 物理的障

壁、② 技術的障壁、③ 税障壁、を撤廃 5することを宣言し、最終的には 282 項目の

EC指令等を採択することとした。また、87 年には「単一欧州議定書」が発効し、白

書が取り上げたEC指令等の採択手続きが加速化された。このような取り組みを経て、

93 年 1 月には域内税関が廃止され、単一市場がスタートした。 
 
（2）通貨統合 ―単一通貨ユーロの創設 

 
単一市場の創設と並ぶ欧州経済統合の柱が単一通貨ユーロの導入である。ユーロの

導入までには約 30 年にわたる長い道のりが必要となったが、その背景に存在する考え

方は、米ドル相場の大きな変動から欧州諸国を自衛するというものである。米ドル相

場の過度な変動は、相対的に規模の小さい欧州各国経済を不安定化させ、通貨間の為

替相場にも足並みの乱れをもたらすなど、域内貿易や共通農業政策を推進する上での

障害となっていた。このため、通貨統合を通じて米ドルに匹敵する安定的な単一通貨

を創設することが欧州諸国の究極的な目標とされた。 
欧州における通貨統合の発端となったのは、1970 年にウェルナーを議長とする委員

会がまとめた報告書（「ウェルナー・レポート」）である。報告書は、① 71 年から 10
年の間に域内為替変動幅をゼロにし、資本移動の完全な自由化と金融市場の統合を実

現すること、そのため、② 経済調整と為替変動幅の縮小を段階的に図っていくこと、

が提言された。また、政治的な統合を伴わない経済・通貨同盟は実効性を欠いたもの

になるとの考え方に基づき、③ 各国の財政政策の調整をする「経済政策中央決定機関」

と、金融政策を担当する連邦準備制度型の「共同中央銀行システム」の 2 機関を創設

することについても提案している。しかし、報告書の構想は、各国を拘束するほどま

でには成熟しておらず、求心力を欠いていたこと等を原因として頓挫した。 
これを受けて、原加盟 6 カ国は 72 年から 78 年までの間、「スネーク制度」を採用

した。これは、域内の為替変動幅を縮小し、スミソニアン体制下での対ドル相場の変

動幅を抑制しようとするものである。参加通貨が中心レートから±2.25％の幅で時間と

ともに変動する動きがヘビのようであったので、このように呼ばれた。しかし、スミ

ソニアン体制の崩壊や第一次石油危機の影響といった世界経済の混乱、参加各国間に

おける基本路線を巡る対立などを背景に失敗に帰した。 
これらの経験を踏まえ、参加国の通貨を一定変動幅内の固定相場におき、通貨を安

定させることを目的として、79 年に欧州通貨制度（EMS）が導入された。具体的には、

                                                  
5 ①規制等による域内国境措置の除去、②基準・認証等の統一、③税制の調和。 
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① EMS を通貨安定圏とするために緊密な通貨政策協力を実施する、②「スネーク」

制度は継続するが、±6％の拡大変動幅を認める、③ 通貨単位として ECU をつくり、

EMS の運営に利用する、ことを内容とするものであった。EMS の発足後数年間は、

参加国の物価上昇率格差が大きく、頻繁に中心レートの変更が行われるなどの不安定

な状態にあったが、80 年代半ば頃からは参加国の物価上昇率格差が収斂し、安定期を

迎えて通貨統合に向けた環境が整いはじめた。 
89 年には欧州における経済・通貨同盟の創設を内容とする「ドロール・レポート」

が公表された。同レポートは、単一通貨実現のプロセスとして、第一段階を 90 年から

開始し、域内単一市場を完成させ、政策協調の下で物価上昇率等の経済指標を収斂さ

せる、第二段階において欧州中央銀行制度（ESCB）を創設し、為替相場メカニズム

（ERM）の変動幅を縮小させる、第三段階において為替相場を永久に固定し、単一通

貨を導入する、等を提言している。 
93 年に発効したマーストリヒト条約は、ドロール報告の内容を踏まえつつ、第一段

階である域内単一市場が 93 年に発足したことを受けて、第二段階を 94 年 1 月から開

始することとし、第三段階である単一通貨については、「経済収斂基準」（後述）を充

たした国を対象に、99 年 1 月 1 日より導入することとした。98 年には 11 カ国が同基

準をクリアし、99 年 1 月に単一通貨ユーロが導入され、欧州通貨統合が成立した。さ

らに、2002 年 1 月からはユーロの現金の流通が開始された。 
 

3．欧州統合の成果と課題 6 
 

（1）市場統合 
 

① 域内各国間での自由化・開放を通じた経済の活性化 

市場統合による効果が最も顕著に表れたのは貿易・投資の分野である。加盟国間で

関税障壁・非関税障壁が撤廃されたことにより、域内における貿易・投資が活発化し、

域内貿易・投資比率が上昇した（図表 7－3）。この結果、域内企業間の競争が促進さ

れ、企業は生き残りをかけて最新の設備・技術の導入に努め、事業の選択と集中や

M&A 等を通じて国境をまたぐ企業再編を行ったことから、広域市場に対応し国際的

な競争力を有するグローバル企業が誕生した。この過程で域内中心国の大企業等は、

賃金水準の低い良質な労働力を求めて南欧、中東欧等の周縁国に工場等の移転や投資

を行った。これにより、中心国と周縁国にまたがる広域的な生産・流通ネットワーク

が形成され、周縁国における経済発展を促進した。 
 
 
 
 

                                                  
6 図表 7―2 参照。 
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図表 7－2 欧州統合の成果と課題 
統合の成果を維持するためにはさらなる統合の深化が必要 

 成果 課題 

市場統合 

 域内貿易・投資の活発化（域内比率の上昇） 

 域内企業間での競争促進、企業再編の進展 

（域内経済の効率化、グローバル企業の誕生） 

 広域的な生産・流通ネットワークの形成 

   （周縁国の経済発展を促進） 

 サービス分野の自由化進展 

（金融、運輸、新技術関連サービス等の発展） 

 域内国境管理の撤廃（人的交流の拡大）  等 

⇒ 域内各国の経済成長促進、財・サービス価格の

低下等による経済活性化 

 周縁国・低開発地域の底上げ 

（構造基金を通じた格差是正のための事業推進） 

 域内農業政策の調整 

（価格支持・直接支払政策等の維持） 

 加盟国拡大に伴う EU 財政への負担増への対応 

（財政資金による調整を維持するための連携強化） 

 中心国における失業率高止まり、周縁国からの安い

労働力流入への対応 

（摩擦防止のための段階的受入れ）         等

⇒ 域内における各種不均衡の是正 

通貨統合 

 参加国間の為替変動リスク、為替取引手数料

等の除去（域内経済の安定、貿易・投資促進）

 域内企業間での競争促進（域内経済の効率

化） 

 域内の金融・資本市場、金融機関の再編促進

（米国市場に匹敵する金融・資本市場、グロー

バル金融機関の出現） 

 参加国経済の基礎的条件の収斂 

（経済体質の改善）               等 

⇒ ユーロの国際通貨としての地位確立、世界経済

における欧州の地位向上 

 参加国経済の基礎的条件のさらなる収斂 

（成長率、物価上昇率、経常収支等） 

 参加国の財政健全化（安定成長協定の順守等） 

 参加国の財政政策等のより一層の連携強化 

（危機波及防止のための枠組作り等）       等 

⇒ 最適通貨圏としての要件の確保 

 
図表 7－3 EU、東アジア、NAFTA の域内貿易比率の推移 
EU の域内貿易比率は高水準 

 
（注）「東アジア」は ASEAN＋3 に台湾・香港を加えたもの（RIETI による分類）。 
（出所）経済産業研究所「RIETI-TID2009」より作成。 

 
 
また、市場統合以前は各国ごとに厳しく規制されていたサービス分野についても、

金融、運輸、新技術関連サービス等を中心に自由化が進展した。例えば、航空分野で

は 3 次にわたる自由化施策 7により、加盟国の航空会社が域内全路線に就航すること

が可能となり（ワン・スカイ）、運賃の完全自由化も実現した。これにより、旅客や航

                                                  
7 87 年、90 年、93 年。域内の完全自由化の実現は 97 年。 
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空便数の増加、料金の低廉化、安全とサービスの向上、航空業界の競争力の強化等の

成果が上がった。 
さらに、人の移動の自由についても、85 年に、参加国間では国境管理を最終的に撤

廃し、第三国からの入国については共通の入国審査制度を構築すること等を内容とす

るシェンゲン協定 8が締結され、域内における人的交流が拡大した。 
このように、市場統合を通じた単一市場の形成は、総じてみれば、域内各国間にお

ける経済の自由化・開放を通じて域内の経済成長を促進するとともに、財・サービス

価格の低下等によって経済厚生の向上をもたらした。単一市場の成功は、EU 参加国

の増加という統合の「拡大」をもたらすとともに、通貨統合という統合のさらなる「深

化」を実現する上での環境を整備した。 
 

② 域内不均衡是正の必要性 

市場統合は域内経済の活性化という成果をもたらす一方、こうした恩恵に与れず、

域内競争が激化するなかでかえって活力を喪失するような周縁国・低開発地域の底上

げを図ることが重要な課題となった。また、域内貿易の自由化や関税同盟に伴う域外

共通関税の導入は、それぞれ生産性の異なる各国の農業に大きな影響を与え、域内の

農業政策を調整する必要が生じた。 
域内の不均衡を是正するため、EU 財政を通じた資金移転を軸とする共通の地域政

策や農業政策が実施されている。前者においては、構造基金を設置して周縁国・低開

発地域におけるインフラ整備や経済社会の構造改善のための事業が行われ、後者にお

いては、経営能力のある農業者の所得を保証するための価格支持・直接支払政策等が

実施されている。 
これらの政策は、周縁国・低開発地域の経済成長や生活水準の向上に一定の役割を

果たしている。しかし、金融や先端産業などの成長産業は英仏独等の中心国に集積し、

域内の優秀な人材や資金は中心国に集中する傾向があり、域内格差を大きく改善する

までには至っていない（図表 7－4）。また、所得水準が低く、かつ産業に占める農業

の比率が高い中東欧諸国の加盟により EU 財政への負担が増えている。このため、EU
財政への分担金の純支払国間では、純受取国に対する不満が高まっている。しかし、

市場統合の負の側面の改善を図るためには財政資金による調整も必要であり、財政面

での連携を強化できるかが、欧州統合の求心力を維持する上での重要な鍵であるとい

える。 
 

 

 

 

 

 
                                                  
8 シェンゲン協定については、当初、当時の EC 加盟各国間で意見の一致が見られなかったこ

とから、EC の枠外（仏独ベネルクスの 5 カ国間）で締結されたが、その後加盟国が増加する

中で EU の枠組みに組み入れられた。 
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図表 7－4 EU 加盟国及び東アジア諸国の 1 人当たり GNI の比較（2008 年、米ドル） 
域内不均衡の是正が課題 

 
（注 1）＊印はユーロ加盟国（以下同じ）。 
（注 2）括弧内は当初のサンプルの最大値と最小値を除いた場合の数値。 
（出所）国際連合統計局 HP 掲載データより作成。 
 
単一市場の創設により、建前上は各生産要素の域内自由移動が可能となったが、サ

ービスや人（労働者）の自由移動については完全に実施することは困難となっている。

特に、中心国においては、工場の周縁国への移転等により失業率が高止まりする傾向

がみられ、周縁国から低賃金の労働者が流入して自国の雇用を奪うことに対して強い

抵抗がある。このため、実際には移民労働者には内国民待遇が適用され、国ごとに定

められた賃金水準や労働規制に従う制度（受入国監督制）が採られている。また、2004
年の中東欧諸国の EU 加盟後 7 年間は、これらの諸国からの労働者の自由移動に制限

措置が設けられた。 
そもそも単一市場は経済発展段階が比較的近い旧来からの EU 加盟国を前提として

創設されたものであり、所得水準が大幅に低い中東欧諸国の加盟は、新たな挑戦であ

るといえる。中東欧諸国を円滑に単一市場の枠組みに融合できるかどうかが、今後の

欧州統合の成否を占う上でのひとつの試金石であるといえる。 
 

（2）通貨統合 
 

① 世界経済におけるユーロ経済圏の地位向上 
ユーロの導入により、参加国間における為替変動リスクや為替取引手数料が除去さ

れ、域内の経済の安定、貿易・投資の促進などの効果がみられた。また、市場統合の

効果と相俟って、企業間の競争や規模の経済が促進され、域内経済の効率化が進んだ。 
さらに、市場統合・通貨統合に向けた流れの中で、域内の金融・資本市場や金融機

関の大規模な再編が行われた。市場統合により域内の資本移動の完全自由化と金融サ

ービスの単一市場が実現し、域内に拠点を置く金融機関は域内のいずれかの国の監督

当局から免許を取得すれば、域内で自由に支店の開設やサービスの提供を行うことが

可能となった。これにより域内の各市場や金融機関の間で合従連衡が進んだが、通貨

統合はこのような流れを加速化し、域内にアメリカ市場に匹敵する巨大な金融・資本
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・最大値：46,573.8(39,853.4)ドル

・最小値：578.3(659.7)ドル

・最大値/最小値：80.5(60.4)倍
・変動係数：1.07(1.06)

・最大値：93,320.6(63,689.7)ドル

・最小値：6,492.6(10,396.9)ドル

・最大値/最小値：14.4(6.1)倍
・変動係数：0.58(0.48)
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市場や、高い競争力を誇るグローバル金融機関が出現した。これにより、企業は EU
市場を通じて巨額の資金調達を行うことが可能となった。また、ユーロは米ドルに次

ぐ国際通貨としての地位を確立することとなった。 
 
② 財政政策の一層の連携強化 

ユーロの導入は、域内経済に様々な便益をもたらすとともに、欧州統合の深化を象

徴するものとなった。一方、ユーロ導入国は自国通貨発行権を放棄し、金融政策を欧

州中央銀行（ECB）に委ねることが必要となる。各国間の不均衡を為替レートによっ

て調整することもできなくなる。ユーロの導入は、各国経済に大きな非対称性（景気

動向のずれに伴う物価上昇率や成長率の乖離等）が生じた場合には、経済を不安定化

させるという脆弱性を孕んでいる。 
各国間における物価上昇率格差が大きい場合、ECB は各国の平均を目安として金融

政策を運営することになる。これは物価上昇率の高い国においてはインフレやバブル

の発生を促進する一方、低い国においては景気を下押しする要因となる。また、一般

に輸出競争力に劣り経常赤字を抱える国は、通貨を減価させることにより経常収支の

均衡を回復することが可能である。しかし、単一通貨の下では独自に為替レートの調

整を行うことができず、財政引締め等のデフレ政策により輸入を減らすか、あるいは

対外債務への依存度を高める必要がある。 
このような事態が生じないよう、ある地域において通貨統合が可能であるかを評価

するための基準を提供するのが最適通貨圏の議論である（第 2 章参照）。このため、欧

州においても最適通貨圏としての要件を満たすために域内の市場統合を進め、域内に

おける要素移動の円滑化に努めた。さらに、ユーロ参加国に対しては、「経済収斂基準」

として 4 項目からなる基準 9を満たすことを要件として、各国の経済体質の改善に努

めた。 
ユーロ参加国間においては経済の同質化・一体化が進み、最適通貨圏の条件を満た

しているように見られていたが、2009 年 10 月のギリシア財政危機に端を発する欧州

債務危機の影響により、ユーロの抱える脆弱性が一気に顕在化した（図表 7－5、図表

7－6）。ユーロ圏においては輸出競争力の強いドイツ等の中心国の経常黒字が拡大する

一方、いわゆるPIIGS諸国 10等の周縁国では経常赤字が拡大する傾向にあった。周縁

国の経常赤字は、中心国等からの投資の流入や、単一通貨の下での低金利による借入

れの拡大等により維持されてきた。また、単一通貨の下では各国政府に残されたマク

ロ経済政策の手段は財政政策だけであり、世界的金融危機以降の景気停滞の中で拡張

的な財政運営が行われ、各国の財政規律が弛緩する傾向にあった。 
 
                                                  
9 ①物価安定：物価上昇率が加盟国で最も低い 3 カ国の値から 1.5％pt.以上乖離していない。 
②適度な金利水準：政府長期債の利回りが加盟国で最も物価上昇率の低い3カ国の値から2％

pt.以内の範囲にある。 
③為替相場の安定：EMS の中で直近 2 年間正常変動幅を維持し、かつ平価の切下げを行っ

ていない。 
④健全財政：財政赤字の対 GDP 比が 3％以下かつ政府債務残高の対 GDP 比が 60％以内。 

10 ポルトガル、イタリア、アイルランド、ギリシア、スペインの各国とされている。 
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図表 7－5 ユーロの対米ドル、対円為替レートの推移 
世界的金融危機、欧州債務危機の発生によりユーロの脆弱性が顕在化 

 
（出所）三菱 UFJ リサーチ＆コンサルティング、Eurostat の HP 掲載データより作成。 

 

 

こうした状況の下で、ギリシア財政危機の表面化をきっかけとして、同様の経済構

造を有すると考えられた他の周縁国の対外支払い能力に対する懸念が広まり、域内全

体の金融システム不安に発展した。これにより、ユーロは他の主要通貨に対して大き

く減価した。このような場合、通常の国家であれば、徴税権を背景とした信用力を有

する政府（財務省）と中央銀行との密接な連携によりシステミック・リスクを回避す

るための対応を行う。しかし、ユーロ圏では金融政策はECBに集権化されているのに

対して、財政政策の権限（及び金融規制・監督権限）は参加国が保有するという分権

的な構造になっているので、迅速に対応しにくいという問題がある 11,12。 
 今般の危機を受けて、EU では欧州安定化プログラムの創設等による危機波及防止

の枠組み作りや、安定成長協定に基づく財政政策の相互監視、協定違反に対する制裁

強化等の措置を講じている。しかし、今後ユーロを安定的に維持していくためには、

財政政策面での一層の連携強化やルール化等が必要となる。これはユーロの維持のた

めに、参加国は通貨主権のみならず財政主権も移譲することを意味するものであり、

欧州は統合のさらなる深化への対応を問われている。 
 

 

 

 

 

 

                                                  
11 ユーロ加盟国間においては「救済禁止条項」に基づき、ECB や各国中央銀行による信用供

与や国債等の直接購入、EU や他の加盟国による債務肩代わりは原則として禁止されている（の

ちに運用を緩和）。 
12 ギリシア支援措置の策定を巡っては、財政負担に対する批判的な世論を抱えるドイツと、国

内銀行が抱えるギリシア国債の下落リスクが大きいフランス等との間の足並みの乱れが金融シ

ステム不安を増長したとされている。 
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図表 7－6 EU 加盟国及び東アジア諸国の主要経済指標の比較 
経済の基礎的条件の収斂が必要 

 

 

 

 
 （出所）IMF, “World Economic Outlook Database 2010,” OECD, “Economic Outlook 87 Database”

より作成。 
 

（1）実質経済成長率
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4．東アジアにおける経済統合への教訓 ―域内共通の利益を 
経済統合の推進力に 
 

欧州諸国は50年以上にわたる試行錯誤を通じてEUの創設という壮大なプロジェク

トを推進し、多くの輝かしい成果を生み出してきたが、同時に多くの悩みを抱えても

いる。欧州統合の歴史から、東アジアはどのようなことを教訓として引き出すべきで

あろうか。 
まず、地域統合を行うにあたっての両者間における歴史的経緯や基礎的条件等の違

いに留意することが必要である。欧州統合のそもそもの発端は、欧州における平和の

維持と米ソ両大国による覇権への対抗という極めて政治的な動機に基づくものであり、

加盟国の主権の一部移譲を含む「強い統合」が政治主導により推進された。これに対

し、東アジアにおける経済統合は、多国籍企業による地域的な生産・流通ネットワー

クの形成を基礎とした市場主導によるものであり、基本的には各国の主権を維持した

形での「緩やかな統合」が志向されているといえる。それゆえ、近い将来に東アジア

において欧州のような経済運営の根幹や政治・安全保障面にまで至る深い統合を行う

ことは不可能であろう。 
しかし、統合を進める上での狙いや方法論については共通する点もある。すなわち、

経済面での統合が進むにつれて域内共通の利益が見出され、それが統合の制度化やさ

らなる深化を図る上での推進力になるということである。欧州においても統合の第一

段階は域内貿易の自由化であったが、これによる経済的利益をさらに拡大しようとす

る努力の中で、自己発展的に統合のさらなる深化が進んだ。 
現在、東アジアにおいては ASEAN をハブとした二国間・多国間による EPA/FTA

のネットワークが形成されつつあるが、欧州の経験を参考に、地域全体をカバーする

広域経済連携へと制度化していくことが重要である。日本が推進している EPA は、関

税障壁の撤廃のみならず、サービスや投資の自由化・円滑化、人的交流の拡大、制度

等の調和、各分野での協力等幅広い内容を含んでおり、東アジアにおける経済統合を

推進する上での有益なプラットフォームを提供するものと考えられる。 
東アジアでは域内各国の経済発展格差が大きいことや政治体制の違いなどから、欧

州のような単一市場をただちに実現することは困難であるが、広域経済連携の枠組み

などを活用しつつ、可能な分野から速やかに障壁の撤廃・縮小を行い、財・サービス・

資本・人等がより自由かつ円滑に移動する、活力のある経済圏を構築するべきである。

なお、欧州統合においても見られた通り、地域経済統合は域内経済を活性化する効果

を有する一方で、域内不均衡への対応も必要となる。格差是正のための域内協力を強

化することも重要であろう。 
他方、欧州との歴史的・政治的背景の違いや域内各国の経済発展格差の大きさ等を

踏まえれば、東アジアの通貨統合については基本的には慎重であるべきであろう。加

盟国間の経済発展格差が相対的に小さいユーロ圏においても、通貨の安定を維持する

ために様々な困難を伴った。東アジアに単一通貨を導入することは、各国経済を不安

定化させるなどの弊害の方が大きい。 
また、ユーロでも問題となっているように、単一通貨を維持するためには参加各国
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の金融政策のみならず、財政政策においても緊密な連携が必要であるが、東アジアに

おいて志向されている「緩やかな統合」は、経済運営の根幹ともいえる財政・金融政

策に関する権限を委譲することまで許容するとは考えられない。東アジアの通貨安定

策としては、ASEAN＋3 の枠組みで進められている各種の通貨・金融協力を拡充・発

展させることにより対応することが望ましい。 
いずれにしても、地域経済統合を通じて域内経済の活性化や政治的安定を実現する

ためには、域内各国間での協力関係の強化とともに、経済の自由化と対外開放を通じ

た国内改革を行うことが不可欠である。欧州統合においては、より高い経済発展段階

にある中心国が率先して協力・行動した。特に独仏両国は、過去における敵対関係や

利害対立を乗り越えて和解・協力し、独仏枢軸とも称される緊密な連携関係をもとに

欧州統合を牽引した。 
これに対し、東アジアにおける経済統合の牽引役となっているのは途上国が多い

ASEAN である。域内の経済大国である日中韓の三国間では、歴史問題や相互への対

抗意識などにより全面的な信頼関係を構築するまでには至っておらず、いまだに

EPA/FTA が締結されていない。三国は様々な地域的枠組みの下での対話や協力を通じ

て、相互が信頼できる良好な関係を構築し、より緊密に連携していくことが求められ

る。さらに、先進国としての豊富な蓄積と経験を有する日本は率先して行動し、経済

統合推進のために積極的なリーダーシップを発揮していくべきである。 
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